
 

 

 

条例に規定する手続等の流れ（新規設置の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

事業廃止の届出 

維持管理 

施設設置の変更の届出 

着工 

事前協議の届出 

近隣関係者への説明 

事業計画の届出 

施設設置の届出 

 
届出期限 

着工日の 30日前 

 

 
届出期限 

工事完了後速やかに 

標識の設置 

 

届出期限 

撤去工事完了日から

起算して 30日以内 



 

 

条例に規定する手続等の流れ（既存施設の場合） 

※ 令和 5年 6月 30日までに設置工事に着手した施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業廃止の届出 

維持管理 

施設設置の変更の届出 

施設設置の届出  
速やかに届出を 

 行ってください。 

標識の設置 
 

速やかに設置して

ください。 

 

届出期限 

撤去工事完了日から

起算して 30日以内 


